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資料１ 

 

 

新市建設計画に係る県事業要望について 

 

新市建設計画 第６章｢新市における宮城県事業の推進｣の策定における対象事業は，合併市町村

の速やかな一体化，旧市町村間の整備水準の不均衡解消等に資すると思われる事業であり，宮城県

の事業選定に基づき，新市建設計画へ掲載するものであります。 

今回の県事業要望は，平成 15 年 9 月 8 日付で宮城県より回答された県事業に対して，大崎１市

６町により検討した結果を取りまとめ，宮城県へ要望するものであります。 

 

 

新 市 に お け る 宮 城 県 事 業 調 整 日 程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村建設計画の策定に係る県事業量について（照会） 

平成 15 年 8 月 4日  大崎地方合併協議会→宮城県 

市町村建設計画の策定に係る県事業量について（回答） 

平成 15 年 9 月 8日  宮城県→大崎地方合併協議会 

市町村建設計画の策定に係る県事業量について（要望） 

平成 15 年 10 月下旬  大崎地方合併協議会→宮城県 

市町村建設計画の策定に係る県事業量について（回答） 

平成 15 年 11 月下旬  宮城県→大崎地方合併協議会 

新市建設計画に係る｢新市における宮城県事業｣の決定 



 

 

市町村建設計画への県事業掲載の考え方について 

 

 

１  事業の選定は、市町村の合併の特例に関する法律第５条第１項第２号に規定する「合併市町村を包括する都道

府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事業」について行う。 

 

 

２  対象事業は、合併市町村の速やかな一体化、旧市町村間の整備水準の不均衡解消等に資すると思われる事業

であって、概ね次に掲げる事項に該当するものとし、事業規模及び予算状況等も考慮の上、各部局において判断す

るものとする。 

   なお、ハード事業・ソフト事業、新規事業・継続事業を問わない。 

  (1) 宮城県市町村合併推進要綱に掲げる「合併重点支援地域及び合併市町村への支援」に掲げる事業 

  (2) 長期総合計画を初めとする県が策定した各種長期計画に掲載された事業又は掲載が確実に見込まれる事業 

  (3) その他合併年度及びこれに引き続く 10 年間に実施（着手を含む。）が見込まれる事業 



市町村建設計画に係る県事業（大崎地方合併協議会）

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

部局 企画部 保健福祉部

担当課 人事課 消防課 総合交通対策課 国保医療課 団体指導検査課

担当者 人事班大森(2226)
行政第一班吉田

(2332)
市町村合併推進担
当伊藤(2346)

財務班佐藤(2336) 消防班松本(2373)
交通対策班熊谷

(2437)
国保指導班文屋

(2564)
指導監督第一班早

水(2751)
農村計画調整班相

原(2862)

施策分野 全分野 全分野 全分野
連携と交流を支え
地域の一体性を高
めるまちづくり

安全で安心して暮ら
し続けられるまちづ
くり

連携と交流を支え
地域の一体性を高
めるまちづくり

連携と交流を支え
地域の一体性を高
めるまちづくり

活力あふれる地域
産業が根付くまちづ
くり

活力あふれる地域
産業が根付くまちづ
くり

事業名 人的支援
新市・県合同政策
調整会議（仮称）の
設置

みやぎ新しいまち・
未来づくり交付金に
よる支援

市町村振興資金貸
付事業

宮城県消防防災施設
等整備費補助事業

広域バス運行維持
対策費補助事業

国民健康保険広域
化等支援事業

小規模事業経営支
援事業費

かんがい排水事業

地区名 - 全域 全域 全域 － 全域 全域 全域 大崎西部３期

事業期間 -
必要に応じて当分
の間

合併後１０年間 平成１４年度～ －
会計年度の前年度
の10月1日から当該
年度の9月30日まで

H14～H18

概算事業費
（百万円）

- － 500 未定 －

未定（一年間の運
行実績により補助
対象の可否が決ま
るため）

660

事業内容

新市において，今
後，強化が必要な
行政サービスを実
施するにあたって，
必要な専門的職員
が不足する場合，
新市の要望に基づ
き，一定期間，県職
員を派遣することが
検討されます。

新市が必要とする
場合、建設計画の
実施や県からの権
限移譲への対応、
あるいは行財政運
営全般にわたり新
市と県との政策調
整を図るために合
同の会議を持つ。

旧市町間の行政
サービスの格差是
正に要する経費や
合併に伴う電算シス
テム変更などに要
する経費等につい
て、毎年度予算の
範囲内で交付する
もの。

市町村合併等の広
域的連携の下で行
われる公共施設の
整備事業に対し、本
貸付金による財政
支援措置を講じる。

消防防災施設の強化
を図るため，市町村
（一部事務組合含
む）が行う消防防災
施設及び設備の整備
に要する経費につい
て基準額の一定割合
を補助するもの。

市町村が運行する
広域的路線（複数
市町村にまたがる
路線）で一定の要件
を満たしたものにつ
いて運行費補助等
をおこなう。なお，複
数市町村の判断
は，平成13年3月31
日における市町村
の状態に応じて決
定するもの。

市町村合併におけ
る保険者間の保険
税（料）の平準化な
どに必要な資金を
無利子貸し付けす
るもの。

商工会等広域連携
等地域振興対策事
業
１　商工会合併に係
る環境整備事業
・新商工会イメージ
高揚事業（シンポジ
ウム等）、会員名
簿・商工会諸規定
集作成費、環境整
備等
２　広域連携商工会
に対する補助事業
・２５ブロック協議会
における広域指導
体制のあり方の具
体的検討及び実践

用水路
受益面積
    （Ａ＝1,251ha）
      Ａ＝1,164ha

（加美町）、古川市

※（　　　）は大崎地方

総務部

市町村課



No

部局

担当課

担当者

施策分野

事業名

地区名

事業期間

概算事業費
（百万円）

事業内容

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

農村計画調整班相
原(2862)

農村計画調整
班相原(2862)

農村計画調整
班相原(2862)

農村計画調整
班相原(2862)

農村計画調整
班相原(2862)

農村計画調整
班相原(2862)

農村計画調整
班相原(2862)

農村計画調整
班相原(2862)

水利防災班猪
股(2874)

水利防災班猪
股(2874)

水利防災班猪
股(2874)

水利防災班猪
股(2874)

活力あふれる地域
産業が根付くまちづ
くり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

基幹水利施設補修
事業

農林漁業用揮
発油税財源身
替農道整備事
業

ため池等整備
事業（河川応
対）

品井沼 田尻中央２期 青生 広長・渕花 下志田 古川東部２期 宝江 宝江２期 鶴田 江合川左岸 大崎西部２期 江合川左岸２期

排水機場
受益面積
   Ａ＝524ha

区画整理
受益面積
　Ａ＝307ha

区画整理
受益面積
　（Ａ＝214ha）
　  Ａ＝  ７ha

区画整理
受益面積
　Ａ＝136ha

区画整理
受益面積
　（Ａ＝163ha）
　  Ａ＝143ha

農道
受益面積
   Ａ＝640ha

用排水路改修
受益面積
    Ａ＝238ha

用排水路改修
受益面積
   Ａ＝238ha

樋門・樋管工
１式

排水路工
Ｌ＝５５７２　ｍ

揚水機場
　　２ヶ所
排水路工
　　L＝４３８３ｍ

頭首工
　　１ヶ所
揚水機場
　　１ヶ所
取水工
　　１ヶ所
用水路
　　Ｌ＝3262m

鹿島台町 田尻町
（小牛田町）、
古川市

鹿島台町
（松島町）、
鹿島台町

古川市 田尻町 田尻町

方１市６町以外の町も含んだ全体を示す。

経営体育成基盤整備事業 ため池等整備事業 かんがい排水事業

農村基盤計画課



No

部局

担当課

担当者

施策分野

事業名

地区名

事業期間

概算事業費
（百万円）

事業内容

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

水利防災班猪
股(2874)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

小山田川沿岸 田尻第１ 志田 中埣東部 下伊場野 下野目北部 田尻第２ 江合左岸 内ノ浦 鹿島台東部 鵙目 多田川左岸

ダム
　　　２ヶ所
頭首工
　　　 ３ヶ所
用水路
　　L＝5291m

区画整理工
Ａ＝273.5ｈａ

区画整理工
Ａ＝419.2ｈａ

区画整理工
Ａ＝189.2ｈａ

区画整理工
Ａ＝280.6ｈａ

区画整理工
Ａ＝74.6ｈａ

区画整理工
Ａ＝284.5ｈａ

区画整理工
Ａ＝651.9ｈａ

区画整理工
Ａ＝86.9ｈａ

区画整理工
Ａ＝395.8ｈａ

区画整理工
Ａ＝38.6ｈａ

区画整理工
Ａ＝175.2ｈａ

経営体育成基盤整備事業

産業経済部

農地整備課



No

部局

担当課

担当者

施策分野

事業名

地区名

事業期間

概算事業費
（百万円）

事業内容

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

ほ場整備班千
葉(2873)

農村環境保全
班三浦(2882)

農村環境保全
班三浦(2882)

農村環境保全
班三浦(2882)

都市交流基盤
整備班菅原
(2881)

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

地域の個性を
いかし豊かな
心を育むまちづ
くり

地域の個性を
いかし豊かな
心を育むまちづ
くり

地域の個性を
いかし豊かな
心を育むまちづ
くり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

一般農道整備
事業

中埣西部 東大崎 敷玉西部 田尻西部 清水川北浦 田尻中央 大坪 萱刈 大江川 渋川 美代川 下中目

区画整理工
Ａ＝625.0ｈａ

区画整理工
Ａ＝535.8ｈａ

区画整理工
Ａ＝246.5ｈａ

区画整理工
Ａ＝483.0ｈａ

区画整理工
Ａ＝513.3ｈａ

区画整理工
Ａ＝264.6ｈａ

区画整理工
Ａ＝53.7ｈａ

用排水路工
Ａ＝101.3ｈａ

親水護岸工
　　 2,228ｍ

親水護岸工
　　　 2,404ｍ

親水護岸工
　　　 502ｍ

農道工
　　 1,615ｍ

むらづくり推進課

地域用水環境整備事業



No

部局

担当課

担当者

施策分野

事業名

地区名

事業期間

概算事業費
（百万円）

事業内容

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

森林保全課

都市交流基盤
整備班菅原
(2881)

都市交流基盤
整備班菅原
(2881)

治山班平間
(2923)

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

活力あふれる
地域産業が根
付くまちづくり

治山事業

三本木 古川東部
田尻町松山町
鳴子町岩出山

町

（一）岩出山宮
崎
上川原

（一）古川岩出
山
雨生沢

（一）坂元古川
飯川（１）

（主）古川松山
下中ノ目

（一）涌谷三本
木

伊場野

（主）仙台三本
木

混内山

（一）涌谷田尻
大沢

（主）河南築館
新田ノ目

（国）３４６号
鹿島台

平成１２年～ 平成８年～ 平成７年～ 前期 平成４年～ 平成９年～ 平成８年～ 平成８年～ 平成６年～

農道工
　　　 688ｍ

農道工
　　　 800ｍ

森林の維持造
成を通じて、山
地に起因する
災害から国民
の生命・財産を
保全し、水源の
かん養、生活
環境の保全・形
成等を図る極
めて重要な国
土保全対策で
ある。

橋梁架替（岩出
山大橋）
L=993m

バイパス
L=1,310m

バイパス
L=2,293m

橋梁架替（志田
橋）
L=1,000m

バイパス
L=4,000m

バイパス
L=1,600m

バイパス
L=1,800m

現道拡幅
L=840m

バイパス
L=6,000m

道路建設事業

土木部　　※事業期間の「前期」、「後期」とは土木行政推進計画における事業期間の区分であり、平成１２年～平成１７年までに着手する事業
を「前期」とし、平成１８年～平成２２年に着手する事業を「後期」としています。

道路建設課

農林漁業用揮発油税財源身替
農道整備事業



No

部局

担当課

担当者

施策分野

事業名

地区名

事業期間

概算事業費
（百万円）

事業内容

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

（国）１０８号
花渕山

（一）西古川（T)
下狼線
新堀

（主）石巻鹿島
台大衡線
淵花

（主）古川登米
小塩（１）

多田川 田尻川 東昌寺沢 吉野川 釜の沢 江合川下流 江合川下流その２ 境川

昭和６３年～ 平成１３年～ 平成１１年～ 平成８年～ 平成４年～ 昭和４３年～ 平成１１年～ 平成８年～ 平成６年～ 平成２年～ 前期 平成１１年～

バイパス
L=6,400m

自歩道設置
L=250m

自歩道設置
L=1,900m

自歩道設置
L=1,190m

全体計画
A=33,900m

全体計画
A=30,699m

流路工 床固工 流路工 護岸工 護岸工 流路工

交通安全施設整備事業 砂防事業広域基幹河川改修事業

土　　　　　木　　　　　部

砂防水資源課河川課道路管理課



No

部局

担当課

担当者

施策分野

事業名

地区名

事業期間

概算事業費
（百万円）

事業内容

70 71 72 73

下水道課

流域下水道事業

大沢川 天王寺の１ 星沼 鳴瀬川流域

平成１２年～ 平成１４年～ 平成１１年～ 昭和５６年～

流路工 法面工 法面工
計画処理面積
A=1,610.2ha

急傾斜地崩壊対策事業



 

市町村建設計画の策定に係る県事業量について（要望） 

 

№ 要 望 事 業 名 地 域 名 

１ 一般県道 坂本古川線道路整備事業 古川地域 

２ 都市計画道路事業 大崎大通線 古川地域 

３ 化女沼公園整備事業 古川地域 

４ 主要地方道 鹿島台高清水線交通安全施設整備等事業
松山地域，鹿島台地域

田尻地域 

５ 宮城県保健医療福祉中核施設整備事業 三本木地域 

６ 一般県道 中新田三本木線道路改良事業 三本木地域 

７ （仮称）農免農道整備事業 三本木地域 

８ 都市計画街路 通丁南町通線Ⅱ期街路整備事業 岩出山地域 

９ 主要地方道 古川登米線道路改良事業 田尻地域 

10 主要地方道 鹿島台高清水線バイパス道路整備事業 田尻地域 

11 県営ため池等整備事業（貝堀地区） 田尻地域 

 
 



県 事 業 追 加 要 望 (理 由 )書 

 

大崎地方合併協議会 

 地域名：古川地域  

 

事業名 
一般県道 坂本古川線道路整備事業 

（（一）坂本古川線住宅地関連公共施設等整備促進事業・飯川道路改築事業） 

追

加

要

望

理

由 

  

一般県道 坂本古川線は，三本木町坂本を起点とし，古川市飯川に至る幹線道路であり，

平成７年から事業が開始され間もなく国道３４７号へのアクセスが完成する予定となっている。 

また，この路線を国道４７号へ繋ぐルートとして現在古川市が台所線改良事業に取り組んでい

る状況にある。 

これらが完成すると，国道３４７号や国道４７号の交通の分散化が図られるなど，新市におけ

る主要幹線道路の一つと位置付けられると考えられる。 

今回要望する箇所は，現在事業が進められている古川南土地区画整理事業区域内と国道

３４７号（飯川）を結ぶ延長約１，４３０ｍの路線である。この路線が整備されると，市街地への交

通混雑が解消されるのをはじめ，都市計画道路事業（李埣飯川線）と結ぶことにより東北新幹

線古川駅周辺へのアクセスが確保されるなど，新市圏域や加美郡の通勤・通学者，買い物など

の交通の利便性が図られ，さらには国道３４７号の交通の分散化も図られるものと考えられる。 

新市が目指す将来の姿の一つである『２０分圏都市構想』の実現のためにも，本路線の早急

な整備は欠かせないものと考える。 
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県 事 業 追 加 要 望 (理 由 )書 

 

大崎地方合併協議会 

 地域名：古川地域  

 

事業名 化女沼公園整備事業 

追

加

要

望

理

由 

 
本公園は，県民の健康志向の高まりやレクリェーションニーズに対応するため，県の緑化施策

の一つである栗駒・船形リフレッシュリゾート構想に基づき，自然環境と歴史的遺跡等の条件や

交通結節点を生かした優位性を背景に，化女沼周辺１２４ｈａを広域公園として計画決定され，

整備することになっている。 

その区域内の一部である４８．６ｈａは，平成５年７月に化女沼古代の里としてオープンし，古

川市民のみならず広域的な住民の憩いの場として盛んに活用されており，さらなる整備が要望

されている現状にある。 

新市においても，同公園は市民の憩いの場として重要な位置付けにあると考えられる。また，

新市が目指す将来の姿として掲げる『自然と共生する環境型のまちづくり』や『連携と交流を支え

地域の一体性を高めるまちづくり』を推進する観点からも早急な整備が望まれる。 
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県 事 業 追 加 要 望 (理 由 )書 

 

大崎地方合併協議会 

 地域名：古川地域  

 

事業名 都市計画道路事業 大崎大通線 

追

加

要

望

理

由 

 
大崎大通線は，古川市十日町交差点を起点に平成６年度から拡幅工事を行い，大崎地域

広域行政事務組合（大崎消防本部）・古川消防署前までの約３００ｍを整備している状況にあ

る。 

本路線は，新市における市街地へのアクセス道路として重要な役割を果たすと考えられ，特

に田尻・栗原方面には欠かせないルートである。 

今回要望する箇所は，大崎地域広域行政事務組合（大崎消防本部）・古川消防署から古川

工業高校前交差点までの約３００ｍの区間であり，交差点まで整備されることによって，交通の

分散化が図られるのをはじめ，新市において基幹病院となる古川市立病院へのアクセス，さらに

は新市の顔となる中心商店街へのアクセスの確保が図られるものと考えられる。 

新市における交通体系の整備の観点からも同路線の実施を要望するものである。 
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県 事 業 追 加 要 望 (理 由 )書 

 

大崎地方合併協議会 

 地域名：松山・鹿島台・田尻地域  

 

事業名 主要地方道 鹿島台高清水線交通安全施設整備等事業 

追

加

要

望

理

由 

 

主要地方道鹿島台高清水線は，鹿島台町を起点とし高清水町に至る幹線道路であり，鹿島

台町，松山町，田尻町間のアクセス道路として，また，大崎地方と北は栗原，南は仙台を結ぶ

利用度の高い重要な基幹路線である。 

 

【鹿島台～松山地域】 

本路線の鹿島台から松山までの区間は，宮城県鹿島台商業高校，宮城県南郷高校，宮城

県松山高校，鹿島台中学校，鹿島台小学校，鹿島台第一幼稚園の通学路として利用されてい

るが，特に松山町新田第二踏切から鹿島台町側の区間においては，幅員が狭隘で，自歩道が

未整備のため，自転車通学者及び歩行者と車両とが同じ車道を通行している状況にあり，幅員

拡幅と自歩道整備による児童生徒の安全確保を強く要望するものである。 

また，松山町のＪＲ新田第二踏切は，本線と踏切の距離が短いことから，踏切事故が懸念さ

れている箇所であり，併せて改良を要望するものである。 

なお，本路線は，松山町から県道古川松山線にアクセスしており，合併の核となる古川市と

松山町，鹿島台町を結ぶ唯一ともいえる基幹道路でもある。 

合併の気運が高まる中「合併ロード＝２０分圏道路」の実現のため，この基幹道路の幅員拡

張，歩道設置，踏切整備については急務であり，大崎地方の市町合併に資するものである。 

 

【田尻地域】 

本路線の高清水町境から田尻地区までの区間は、通学児童の安全確保を図るため，連続

的な自歩道整備を要望してきたが，県の財政状況や八幡地区の文化財の関係などにより先送

りの状況となっている。 

特に，田尻町の町地区から田尻小学校正門までの通学路は歩道のない状況で，通学児童

は県道東側を平行に走る自歩道の整備された町道を通り県道に抜け，県道路肩を通りながら

県道を縦断して通学しており，朝夕の通勤・通学時間帯には，高清水町方面と古川市方面を結

ぶ重要な路線として交通量が年々増加の傾向にあり，さらには大型車の通行も増え大変危険な

状況で，通学児童の安全確保を図るため地域・学校・ＰＴＡからも早急なる自歩道整備について

切実に望まれている。 

ついては，町道一所谷・合志田線の県道交差点箇所から田尻小学校正門東側までの延長９

０ｍの自歩道整備を強く要望するものである。 
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県 事 業 追 加 要 望 (理 由 )書 

 

大崎地方合併協議会 

 地域名：三本木地域  

 

事業名 宮城県保健医療福祉中核施設整備事業 

追

加

要

望

理

由 

 

三本木町に設置計画された宮城県保健医療福祉中核施設整備事業については，①県財政

状況の悪化 ②運営主体の未決定などから平成１５年度まで事業凍結する旨決定された。 

しかし，２１世紀初頭における介護保険制度の導入，社会福祉基礎構造改革等各種制度が改

正されるなど社会情勢が刻々と変化している。 

このような中にあって，事故や疾病，加齢等様々な原因により障害のある人たちが将来にわた

り地域の中で自立した生活をおくるため，適正なリハビリテーションの実施が極めて重要である。 

特に，地域リハビリテーションの重要性については，国が方向性を明示しているように，都道府

県を単位としたリハビリテーションの中核施設を「都道府県リハビリテーション支援センター」，更には

二次医療圏を単位として「地域リハビリテーション広域支援センター」があり，この二つを拠点として

地域に質の高いリハビリテーションサービスが希求されており，宮城県の支援体制づくりが急務とな

っていることから，県民の多くが期待している「宮城県保健医療福祉中核施設」の促進について強

く要望する。 
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県 事 業 追 加 要 望 (理 由 )書 

 

大崎地方合併協議会 

 地域名：三本木地域  

 

事業名 一般県道 中新田三本木線改良事業 

追

加

要

望

理

由 

 

一般県道中新田三本木線は，加美町を起点に古川市を経て，三本木町鹿野沢地区に至る延

長約９，９００ｍの一般道路である。 

本線路の改良については，加美町と古川市の区間はほぼ改良済となっているが，本町新沼地

区については未改修であり，幅員が狭く，大型車はもとより一般車両の走行や，児童生徒の通学

等において交通障害が生じているため，早急な整備が望まれる。 

本工区の整備は，合併後における域内通行上大きな役割を持つものである。 
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県 事 業 追 加 要 望 (理 由 )書 

 

大崎地方合併協議会 

 地域名：三本木地域  

 

事業名 （仮称）農免農道整備事業 

追

加

要

望

理

由 

 

本路線は，一般県道涌谷三本木線を桑折地区で分岐し，平成１５年３月に完成した桑折江頭

首工を経て町道蒜袋線に接道する農免農道については現在事業中であるが，引き続き以北の

道路新設改良整備を要望するものである。 

本町の街づくりにおいては，河川を除いて計画はできない状況下にある。合併後における新市

との交通手段は国道４号しかなく，地震，風水害等による災害が発生した場合を想定すると，国

道４号の機能は低下し交通手段が遮断される可能性が大きい。 

本路線を新設改良することにより，田尻町までの交通体系が確立し，合併後における域内通行

上大きな役割を持つことになる。 
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県 事 業 追 加 要 望 (理 由 )書 

 

大崎地方合併協議会 

 地域名：岩出山地域  

 

事業名 都市計画街路 通丁南町通線Ⅱ期街路整備事業 

追

加

要

望

理

由 

 

本路線は，全延長Ｌ＝１,６６０ｍの都市計画路線であり，平成５年度から平成１４年度にかけ

ては，本町の歴史・伝統が感じられる街路空間として，第１期分Ｌ＝４０６ｍの整備が完成してい

るところである。 

しかし，先線都市計画街路中央線までのＬ＝３５０ｍについては，現況幅員が 5.5m と狭く，ま

た，岩出山地域の中心区域と，旧有備館を中心とした歴史的なゾーン及び，地域福祉の拠点

施設「あったか村」等を結ぶ重要路線であるため，第２期工事の早期実施を望むものである。 
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県 事 業 追 加 要 望 (理 由 )書 

 

大崎地方合併協議会 

 地域名：田尻地域  

 

事業名 主要地方道 古川登米線道路改良事業 

追

加

要

望

理

由 

 

主要地方道古川・登米線の田尻町新町地内の郷倉神社付近は，変則的なＳカーブとなって

おり，見通しが悪く交通事故が多発し，死亡事故も発生している。さらには，県道の北側から田

尻町の保健・医療・福祉の総合医療施設「スキップセンター」への南側からのアクセス道路計画

もあり，平成８年度に道路改良事業の地元説明会を開催して路線調査測量を行っているが，そ

の後，県の財政状況等で休止状態である。 

地域住民は常に交通事故の危険にさらされており，早急なる整備を切望している。 

ついては，道路交通の安全通行・歩行者の安全確保を図るため，早急なる道路改良が必要

である。 

 

№９



県 事 業 追 加 要 望 (理 由 )書 

 

大崎地方合併協議会 

 地域名：田尻地域  

 

事業名 主要地方道 鹿島台高清水線バイパス道路整備事業 

追

加

要

望

理

由 

  

主要地方道鹿島台高清水線の田尻町横町付近は，鹿島台方面から小牛田町・田尻町を通

り高清水町を抜け築館方面へ，また，瀬峰町を通り迫町方面を結ぶ主要な幹線道路として

年々交通量が増加している。特に物流としての大型車の通行量が多く，家屋が連帯していること

などから，振動や騒音による家屋被害や生活被害が発生しており，さらには歩道が整備されて

いないため，交通事故の危険に曝されている状況で，地域住民は常に不安・不便な生活を送っ

ている。 

ついては，地域住民の安全で安心な生活を確保するため，抜本的な解決策としての早急なる

バイパス道路の整備が必要である。 
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県 事 業 追 加 要 望 (理 由 )書 

 

大崎地方合併協議会 

 地域名：田尻地域  

 

事業名 県営ため池等整備事業（貝堀地区） 

追

加

要

望

理

由 

  

一級河川西川上流となる新潜穴を含む排水路は，優良穀物地域である三高野地区におけ

る極めて重要な排水路である。 

 昭和１０年代に掘削された潜穴は，素堀り状態であったが，施設の重要性に伴い昭和３０年

代にコンクリートによる巻き立てされた約４００Ｍの農業用施設である。 

 サイホン形式を採用しながら堆積土砂対策を図るよう，潜穴中央部を前後の底版より高く施

工されたものでありますが，経過年数と共に下流水路に土砂が堆積することになり，本三高野地

区は慢性的な排水不良箇所となり，農作物に大きな被害をもたらしていることから，早急な対策

が望まれている。また，これまでにおいても潜穴内部はもとより，下流排水路の堆積土砂撤去作

業を実施しているものの，抜本的な課題解消には至っていない現状である。  

 安全・安心な農作物の供給確保と生産コストの軽減を図るうえからも，本事業により流量阻

害となっている潜穴内部における底版の一定勾配化及び下流排水路の安定流下化の整備が

不可決である。 
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新
市
建
設
計
画
の
知
事
へ
の
事
前
協
議

事
前
協
議
に
対
す
る
知
事
か
ら
の
回
答

新
市
建
設
計
画
の
知
事
へ
の
本
協
議

本
協
議
に
対
す
る
知
事
か
ら
の
回
答
・
決
定

総
務
大
臣
・
知
事
へ
の
報
告

合
併
協
定
書
調
印

関
係
市
町
議
会
に
お
け
る
合
併
の
議
決

知
事
に
対
す
る
合
併
申
請

∧
知
事
か
ら
総
務
大
臣
へ
・
期
間
三
ヶ
月
程
度
∨

総
務
大
臣
か
ら
知
事
へ
の
合
併
に
対
す
る
同
意

廃
置
分
合
に
関
す
る
県
議
会
の
議
決

合
併
の
知
事
か
ら
総
務
大
臣
へ
の
届
出

∧
お
お
む
ね
四
十
日
∨

告
示

新市名称及び市章選定
小委員会

１回 ２回 ３回

新市の事務所の位置及び
新市建設計画策定小委員会

１回 ２回 ３回　４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 １０回 11回

議会議員の定数及び任期等
検討小委員会

１回 ２回 ３回 ４回 ５回

農業委員会委員の定数及び
任期等検討小委員会

１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回

教育検討小委員会 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回

地域医療検討小委員会 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 7回 ８回 ９回

１回　２回 ３回　４回 ５・６・７回 ８回 ９回 １０回 １１回 12･13回 １４回 １５回 １６・１７回 １８回 １９回

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰
合
併
の
方
式

合
併
の
期
日

協
定
項
目
９
ヶ
件
に
つ
い
て
小
委
員
会
へ
付
託

新
市
建
設
計
画
そ
の
１

新
市
の
事
務
所
の
位
置

財
産
の
取
扱
い

広
報
広
聴
関
係
事
業
の
取
扱
い

条
例
・
規
則
等
の
取
扱
い

姉
妹
都
市
・
交
流
都
市
の
取
扱
い

国
際
交
流
事
業
の
取
扱
い

新
市
の
名
称

消
防
・
防
災
関
係
事
業
の
取
扱
い

交
通
・
防
犯
事
業
の
取
扱
い

合
併
の
期
日

一
般
職
員
の
身
分
の
取
扱
い

特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い

行
政
区
の
取
扱
い

慣
行
の
取
扱
い

消
防
団
の
取
扱
い

電
算
シ
ス
テ
ム
の
取
扱
い

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
等
の
取
扱
い

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
等
の
取
扱
い

市
立
学
校
の
通
学
区
域
の
取
扱
い

教
育
施
設
整
備
事
業
の
取
扱
い

地
域
審
議
会
の
設
置

新
市
建
設
計
画

慣
行
の
取
扱
い

各市町１回（計７回）

創 刊 号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 ９号 １０号 １１号 １２号 １３号 １４号 １５号 １６号 １７号 １８号 １９号 ２０号

各市町での懇談会

新例規立案・策定

住　民　懇　談　会

５　その他　　○大崎地方合併協議会合併スケジュールの変更について
平成１７年

１２月 １月 ２月 ３月

合併協議会だよりの発行

１１月

幹　　事　　会

専　門　部　会

分　　科　　会

大崎地方合併協議会

９月

協定項目の提案

協議会開催回

小
委
員
会

新市建設計画の策定
国・県・市町に関する手続き

１月 １０月５月 ６月２月１０月８月７月

平成１６年

７月 ８月

平成１５年

９月３月 ４月 １２月１１月

随　時　開 催












